
資料申込先 FAX： 03-3818-8920 ＊ここは空欄として下さい→受付 No.     

 1

 

JIRA国際部会資料 申込書 

 
社団法人 日本画像医療ｼｽﾃﾑ工業会 国際部（岩尾・髙橋） 宛て 
 
 下記のとおり 国際部会発行の資料を申込いたします。 
 
 ＊ 当てはまる方を    で囲んでください。 （ JIRA会員 、 非会員 ） 

1. 申込日：平成  年  月  日
2. ご希望資料の欄に、購入数量をご記入ください。 
 

頒布価格 
No 資料名 参考資料発行 

期日(海外文献等) 
国際部会 
発行期日 

頁数 
（概数） JIRA会員 非会員 

購入数量

中国（SFDA）関係の資料 

C-3 中国医療器械標準管理法（試行） 2001年11月 2003年12月 8 1,500円 2,500円  

C-4 中国「医療器械標準管理法」実施に関す
る関係事項の通知 2002年7月 2003年12月 10 1,500円 2,500円  

C-5 中国医療器械登録製品標準の編集基準
の公布に関する通知 2002年11月 2003年12月 6 1,500円 2,500円  

C-6 中国標準化業務指導指針 第1部 2000年12月 2003年12月 76 5,000円 7,000円  
C-7 中国医療器械分類リスト（改訂版） 2002年8月 2003年12月 28 3,000円 4,000円  
C-8 中国医療器械登録要領 2003年3月 2003年12月 32 3,000円 4,000円  

中国（3C：強制的認証）関係の資料 

C-2 中国の新「強制的認証制度」規定集 2001年12月～ 
2002年1月 2002年5月 66 2,000円 3,000円  

韓国関係の資料 

K-6 韓国医療機器法関連法令集 2003年5月、2004
年8月 2005年3月 225 6,000円 8,000円  

 
 
【No.C-9 資料掲載されている法令についての注意事項】 

C-1資料（国際部会発行日：2002年5月）「中国医療器械監督管理法令集（合冊増補版）」に掲載の4法令：「医療器械
登録管理法」、「医療器械生産企業監督管理法」、「医療器械販売（取扱い）企業監督管理法」、「医療器械取扱説明書及び

包装表示管理規定」が2004年に廃止になり、新法令が制定されました。それらを翻訳したものが「C-9」資料です。 
 
 
【資料完売のお知らせ】 
・資料No.C-1「中国医療器械監督管理法令集（合冊増補版）」（国際部会発行日：2002年5月） 
・資料 No.C-9「中国医療器械監督管理条例法令集」（国際部会発行日：2004年7月、8月） 
以上二点は、完売致しました。  なお、再版の予定はございません。 
 なお、JIRA国際部会著「中国の医療機器法令集」（情報機構発行）http://www.johokiko.co.jp/publishing/BA060501.php

を出版しておりますのでご参照ください。  
 

 
 

http://www.johokiko.co.jp/publishing/BA060501.php


 
 

3. 送付先住所： 
        郵便番号：    －       

 
        住  所：                          

 
                                        
 
 
        貴 社 名    ：                          

 
 
        所 属 先    ：                          

 
 
氏  名：             様 

 
 
電話番号：                
 
FAX番号：                
 
e-mail   ：                          
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ご注意１． お支払いについて：資料送付時、「請求書」を同封致しますので、お手元に到着次第お振込み 

くださいますようお願い申し上げます。 
 

２． 「送料」は実費となります。 
 

３． 本申込用紙に掲載しております資料は、作成当時に収集された最新の情報を網羅すべく、 
審査中と記載された資料や外国の機関名・住所・連絡先等も含まれております。これらの 
情報は、その後の正式発行に移行した段階での改訂や組織改変による変更の可能性があり 
ますので、この点をお含みおきくださいますようお願い致します。 

 
４．  納品期間は、発注より7～10日程となります。ただし在庫不足の場合はこの限りではありません。 

別途ご連絡申し上げます。 
 
５． 「JIRA会員」とは、当工業会（社団法人日本画像医療システム工業会）へ入会されている会員を表します。 

 
〔会員の確認について〕 
当工業会ホームページ http://jira-net.or.jp （JIRAホームページのトップ頁左側、「会員名簿」の 
ページ）にて確認できます。 

 
 
＜資料に関する問合せ先＞社団法人 日本画像医療システム工業会（JIRA）国際部  岩尾・髙橋 
             e-mail： iwao＠jira-net.or.jp または takahashi@jira-net.or.jp 
             TEL：03-3816-3450 FAX： 03-3818-8920 

http://jira-net.or.jp/

